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認定の対象

岡山県産の生乳１００％を用いて製造した牛乳及び乳製品

認定の方法

認定を受けようとする場合は、岡山県酪農乳業協会に申請書を提
出してください。
県が定めた要領に基づき内容を審査し、認定書を交付いたします。

認定マークの使用

（１）牛乳・乳製品のパッケージに印刷して利用
（２）ポスター・チラシ・のぼり旗の広告媒体や催事での利用

お問い合わせ先
岡山県酪農乳業協会 （0868）５４-１１０１ (おかやま鏡野クーラー内）
岡山県農林水産部畜産課 （086）２２６-７４２８（経営流通班直通）

お知らせ

「県産の牛乳を飲みたい！」といっ
た県民の声に応えるため、岡山県産
生乳１００％で製造された牛乳・乳
製品を認定する「県産生乳１００％
認定制度」を創設しました。

また、消費者に広くPRし県産品へ
の愛着を高めるため、「ももっち」の
認定マークを定めました。



申請～認定マーク使用までの流れ

岡山県酪農乳業協会会長
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岡山県産生乳１００％で製造した
牛乳・乳製品であることの認定要領

岡山県マスコット「ももっち」県産生乳
100％認定マーク使用取扱規定
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